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杉並区区立施設再編整備
計画（第２期）・第１次
実施プラン

計

新たな杉並区総合計画等計画案の修正について

計画案名称

杉並区総合計画

杉並区実行計画（第1次）

杉並区区政経営改革推進
計画（第1次）

杉並区協働推進計画
（第1次）

杉並区デジタル化推進
計画（第1次）
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（1）杉並区総合計画

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 1

計画の目的 ●概要
～略～。
区は、新たな基本構想の実現を
目指すための具体的な道筋とし
て、令和4年度（2022年度）を始
期とする新たな総合計画等を策
定し、時代の変化に対応した区
政を推進していきます。

～略～。
区は、新たな基本構想の実現を
目指すための具体的な道筋とし
て、令和4年度（2022年度）を始
期とする新たな総合計画等を策
定し、時代や環境の変化に対応
した区政を推進していきます。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

2 2

計画の構成 ●（1）杉並区総合計画
～略～
○ 8つの分野ごとの将来像を具
体化するための29の施策を定め
ています。

～略～
○ 8つの分野ごとの将来像に向
けた取組を具体化するための29
の施策を定めています。

脱字による修正

3 2

計画の構成 ●（2）杉並区実行計画
～略～
○ 計画事業については、各年度
の事業量と実施時期を明らかに
します。

～略～
○ 計画事業については、各年度
の事業量と実施時期、所要経費
を明らかにします。

実行計画の各事業
に経費欄を記載し
たことに伴う修正

4 4

計画期間 ●（1）杉並区総合計画
～略～
・また、3か年ごとに計画の改定
を行います。

～略～
・また、3か年ごとに計画の改定
を行いますが、必要に応じて毎
年度修正を行います。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

5 5

人口の見通し ●（１）推計方法等の概要
出生率　令和元年（2019年）の
杉並区の合計特殊出生率
（1.00）
～略～
※合計特殊出生率の最新の実績
（令和2 年（2020 年）実績）等
に基づき、今後、推計を
再度行う予定であり、本推計は
暫定版の数値です。

●（２）推計結果の概要
①人口ピーク
総人口　588,582人(R15(2033))
年少人口（0－14歳）　61,704人
(R 7(2025))
②人口の推移

出生率　令和２年（2020年）の
杉並区の合計特殊出生率
（0.99）
～略～
（削除）

①人口ピーク
総人口　588,586人(R15(2033))
年少人口（0－14歳）　61,717人
(R 7(2025))
②人口の推移
グラフの差替え

合計特殊出生率の
最新の実績に基づ
く再推計を行った
ことに伴う修正

6 9

分野別 施策・事業
体系（施策11 グ
リーンインフラを
活用した都市環境
の形成）

●計画事業
～略～
－

～略～
環境学習の充実(再掲事業)

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、わかりや
すい表現となるよ
う修正

7 13

分野別 施策・事業
体系（協働推進計
画）

●取組名
農福連携農園の運営 農福連携農園（愛称：すぎのこ

農園）の運営

わかりやすい表現
となるよう修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

8 13

分野別 施策・事業
体系（協働推進計
画）

●取組名
区立学校と区内都立学校との連
携協力による教育活動の推進

区立学校と区内都立学校との連
携協働による教育活動の推進

誤字による修正

9 14

分野別 施策・事業
体系（デジタル化
推進計画）

●取組名
地域活動団体のデジタル技術活
用に向けた支援

地域活動団体のＩＣＴ活用に向
けた支援

他の計画との整合
を図るため修正

10 15

分野別 施策・事業
体系（区民と共に
実現する基本構
想）

●取組名
総合計画等の進捗状況の公表 総合計画等の進捗状況・達成度

の公表

脱字による修正

11 16

施策1 強くしなや
かな防災・減災ま
ちづくり

●施策の現状と課題
～略～
－

●計画最終年度の目標
～略～
－

～略～
○あらゆる災害を想定し事前に
備えることで、災害に強く被災
しても迅速に復旧・復興するこ
とができるまちづくりが強く求
められています。

～略～
○災害に強く被災しても迅速に
復旧・復興することができるま
ちづくりが進んでいます。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、施策の現
状と課題及び計画
最終年度の目標を
追記

12 16

施策1 強くしなや
かな防災・減災ま
ちづくり

●目標に向けた施策指標（成果
指標）の設定
～略～
－

～略～
○指標名
　狭あい道路の拡幅整備率
○指標の説明
　「拡幅整備を要する総延長
　(614km)」に対する「拡幅
　整備総延長」が占める割合

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、施策指標
（成果指標）を追
加

13 17

施策1 強くしなや
かな防災・減災ま
ちづくり

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値
～略～
－

～略～
○指標名
　狭あい道路の拡幅整備率
○現状値
　39.5％（2年度)
○6年度（2024）
　46.0％
○9年度（2027）
　50.9％
○12年度（2030）
　55.8％

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、施策指標
（成果指標）を追
加

14 18

施策2 地域の防災
対応力の強化

●計画最終年度の目標
○ＩＣＴの活用等により、震災
救援所の機能が充実し、避難生
活の質の向上が進むとともに、
在宅避難者とつながる環境が整
備されています。

○発災時の電源の確保、ＩＣＴ
の活用等により、震災救援所の
機能が充実し、避難生活の質の
向上が進むとともに、在宅避難
者とつながる環境が整備されて
います。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

15 19

施策2 地域の防災
対応力の強化

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値（防災訓練に参加した
区民数の現状値）
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています。

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています（参考：平成30
年度（2018年度）実績 39,462
人）。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染拡
大前の実績を追記

16 23

施策4 地域の魅力
あふれる多心型ま
ちづくり

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値
○現状値
　普段利用する駅周辺の満足度
　72.6（2年度）

○現状値
　普段利用する駅周辺の満足度
　72.5（2年度）

実績数値の確定に
よる修正

17 24

施策5 人々の暮ら
しを支える都市基
盤の整備

●施策の現状と課題
○鉄道の連続立体交差化を東京
都や関係区市等と協力して推進
するとともに、駅前広場や周辺
道路を整備することにより、踏
切による渋滞や事故、地域の分
断を解消することが求められて
います。

●計画最終年度の目標
○踏切による渋滞・事故や地域
の分断の解消に向けて、鉄道の
連続立体交差化や駅周辺道路・
広場の整備が行われることによ
り、円滑な交通ネットワークの
形成が進んでいます。

○踏切による交通渋滞や事故、
地域分断の解消を図るととも
に、円滑な交通ネットワークを
形成することが求められていま
す。

○鉄道の連続立体交差化や各地
域の実情や特性を踏まえた駅周
辺道路・広場の整備が行われる
ことにより、踏切による交通渋
滞・事故や地域分断の解消、及
び円滑な交通ネットワークの形
成が進んでいます。

適切な記述に修正

18 31

施策8 にぎわいと
活力を生み出す地
域産業の振興

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値（就労支援センターの
利用により、就職が決定した人
数）
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています。

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています（参考：平成30
年度（2018年度）実績 719
人）。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染拡
大前の実績を追記

19 36

施策11 グリーンイ
ンフラを活用した
都市環境の形成

●施策の現状と課題

近年、区の緑被率※2は減少して
おり、区民共通の財産である豊
かな自然環境を将来世代に引き
継いでいくために、区民・事業
者等と協力して、みどりを守
り、創り、育てていく必要があ
ります。

近年、区の緑被率※2は減少して
おり、都市農地をはじめとし
た、区民共通の財産である豊か
な自然環境を将来世代に引き継
いでいくために、区民・事業者
等と協力して、みどりを守り、
創り、育てていく必要がありま
す。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、わかりや
すい表現となるよ
う修正

20 37

施策11 グリーンイ
ンフラを活用した
都市環境の形成

●施策目標実現のための取組
（施策を構成する計画事業）
～略～
－

～略～
10 環境学習の充実(再掲事業)

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、計画事業
を追加
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

21 37

施策11 グリーンイ
ンフラを活用した
都市環境の形成

●目標に向けた施策指標（成果
指標）の設定
（「区民一人当たりの公園面
積」の指標の説明）
年度当初の区内公園面積/人口

●注釈
　－

年度当初の区内公園面積※３/人
口

※3 区内公園面積：区内の都立
公園、区立公園・児童遊園の面
積

わかりやすい表現
となるよう修正

22 42

施策14 地域の支え
合いと安心して暮
らせる体制づくり

●施策の現状と課題
～略～
○重度化・高齢化した障害者
が、介護者が不在となった緊急
時でも地域で安心して暮らし続
けられるような体制を、地域の
関係者の連携で、さらに整えて
いく必要があります。

～略～
○介護者が不在となった緊急時
でも、障害者が地域で安心して
暮らし続けられるような体制
を、地域の関係者の連携で、さ
らに整えていく必要がありま
す。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

23 47

施策16 障害者の社
会参加と地域生活
の支援

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値（移動支援事業利用
率）
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています。

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています（参考：平成30
年度（2018年度）実績
76.8％）。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染拡
大前の実績を追記

24 48

施策17 子どもの権
利を尊重し育ちを
支える環境の整
備・充実

●施策の現状と課題
～略～
○～略～。より迅速かつ的確に
対応するため、児童虐待対策の
未然防止に向けた取組はもちろ
んのこと、重篤化を防ぐ取組
や、高度な専門性を備えた人材
の育成・確保などの体制強化が
求められています。

～略～
○～略～。より迅速かつ的確に
対応するため、児童虐待の未然
防止に向けた取組はもちろんの
こと、重篤化を防ぐ取組や、高
度な専門性を備えた人材の育
成・確保などの体制強化が求め
られています。

適切な記述に修正

25 53

施策19 安心して子
どもを産み育てら
れる環境の充実

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値（パパママ学級受講
率）
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています。

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています（参考：平成30
年度（2018年度）実績
52.3％）。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染拡
大前の実績を追記

26 62

施策24 身近に活用
できる教育環境の
整備・充実

●目標に向けた施策指標（成果
指標）の設定
～略～
図書館の区民1人当たりの貸出冊
数

～略～
図書館の区民一人当たりの貸出
冊数

他の指標との整合
を図るため修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

27 69

施策27 多様な文
化・芸術の振興と
多文化交流の推進

●施策指標（成果指標）の現状
と目標値（国際・国内交流事業
参加者数）
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています。

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年に比べ数値が
減少しています（参考：平成30
年度（2018年度）実績 3,525
人）。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染拡
大前の実績を追記

28 72

施策29 誰もがス
ポーツに親しむこ
とができる環境づ
くり

●分野別ごとの将来像
文化・スポーツ
生涯を通じ、文化を育み、ス
ポーツに親しむことのできるま
ち

文化・スポーツ
文化を育み継承し、スポーツに
親しむことのできるまち

適切な記述に修正

29 78

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
様々な行政課題に対応するため
の歳出経費が増加する一方、国
による不合理な税源偏在是正措
置や新型コロナウイルス感染症
等の影響による歳入減が見込ま
れる厳しい財政状況の中で、災
害等緊急事態や新たな行政課題
に適時、適切に対応していくた
めには、財政の健全性を保ち、
必要なサービスを継続的に提供
できる持続可能な財政運営を確
保する必要があります。このた
め、以下のとおり基本的な考え
方を示し、健全な財政運営に努
めていきます。

様々な行政課題に対応するため
の歳出経費が増加する一方、国
による不合理な税源偏在是正措
置に加え、先行き不透明な社会
経済状況の中で、災害等緊急事
態や新たな行政課題に適時、適
切に対応していくためには、財
政の健全性を保ち、必要なサー
ビスを継続的に提供できる持続
可能な財政運営を確保する必要
があります。このため、以下の
とおり基本的な考え方を示し、
健全な財政運営に努めていきま
す。

適切な記述に修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

30 78

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
２．各項目の解説
【②施設整備基金の積立】につ
いて
・「区立施設再編整備計画（第2
期）（案）」において、今後40
年間の区立施設の長寿命化の対
応を含めた改築・改修等経費を
試算した結果、年平均約121億円
となりました。ここから、施設
の総量の適正化を見据えた再編
整備の推進や改築規模のスリム
化などによる改築経費の縮減を
図り、国や都からの補助金、区
債などの特定財源を除いた残り
の経費のうち、大規模な工事に
要する経費の80%程度（中規模修
繕等の経費を含めた全体経費の
55%）を施設整備基金でまかなう
と想定し、毎年度約41億円が必
要になると算出しました。

【②施設整備基金の積立】につ
いて
・「区立施設再編整備計画（第2
期）」において、今後40年間の
区立施設の長寿命化の対応を含
めた改築・改修等経費を試算し
た結果、年平均約121億円となり
ました。ここから、施設の総量
の適正化を見据えた再編整備の
推進や改築規模のスリム化など
による改築経費の縮減を図り、
国や都からの補助金、区債など
の特定財源を除いた残りの経費
のうち、大規模な工事に要する
経費の80%程度（中規模修繕等の
経費を含めた全体経費の55%）を
施設整備基金でまかなうと想定
し、41億円と算出したうえで、
ここに現在の基金残高を考慮
し、毎年度40億円以上の積立が
必要になると見込みました。

適切な記述に修正

31 79

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
２．各項目の解説
【③区債発行・繰上償還等】に
ついて
～略～。
⇒区立施設再編整備計画に基づ
く、区立施設の改築・改修に伴
い、区債発行の増加が見込まれ
ることから、区債発行の精査と
繰上償還の実施について示した
うえで、公債費負担が過度に高
まることがないよう、公債費負
担比率が5%を超えないよう目標
を設定。

【③区債発行・繰上償還等】に
ついて
～略～。
⇒区立施設再編整備計画に基づ
く、区立施設の改築・改修に伴
い、区債発行の増加が見込まれ
ることから、区債発行の精査と
繰上償還の実施について示した
うえで、公債費負担が過度に高
まることがないよう、「公債費
負担比率が5%を超えないように
努める」と目標を設定します。

適切な記述に修正

32 79

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
２．各項目の解説
【④行政コスト対税収等比率】
について
～略～。
⇒経常的な行政コストは、すべ
て税収や補助金等で賄われるこ
とが望ましいため、100%を超え
ない目標と設定。

【④行政コスト対税収等比率】
について
～略～。
⇒経常的な行政コストは、すべ
て税収や補助金等で賄われるこ
とが望ましいため、「100%を超
えないように努める」と目標を
設定します。

適切な記述に修正

7



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
２．各項目の解説
【⑤債務償還可能年数】につい
て
・「債務償還可能年数」：実質
的な債務を経常収支の黒字の何
年分で償還できるかを示しま
す。
この年数が短いほど、中長期的
な財政の健全性が確保されてい
ると言えます。

→債務償還可能年数は、これま
での財政運営ルールで3年と設定
していましたが、地方公会計上
の取扱いで計算式等が見直され
たことを受け、実質的な債務を
より実態に合うよう計算するた
め、計算式の分子の充当可能財
源を限定することで、厳しい
（債務償還可能年数が伸びる）
結果となるよう、新たに杉並区
独自の指標として設定しまし
た。

【⑤債務償還可能年数】につい
て
・「債務償還可能年数」：区債
等の償還に取り崩し可能な基金
を充てた残額（実質的な債務）
を経常的に確保できる黒字資金
で返済するのに何年間かかるか
を示します。この年数が短いほ
ど、債務償還能力が高く、中長
期的な財政の健全性が確保され
ていると言えます。
→債務償還可能年数は、これま
での財政運営ルールで3年と設定
していましたが、地方公会計上
の取扱いで計算式等が見直され
たことを受け、新たに杉並区独
自の指標として設定しました。
実態に合わせて区債等の償還に
充てる基金を実際に取り崩し可
能な基金（財政調整基金と減債
基金）に限定することで、これ
までに比べより厳しい算定結果
（債務償還可能年数が伸びる）
となるよう見直しました。

適切な記述に修正

～略～。
⇒区債残高が増加し、将来負担
が過度とならないよう、5年を目
標に設定。

～略～。
⇒区債残高が増加し、将来負担
が過度とならないよう、目標を5
年を超えないように努める設定
とします。

34 79

区政経営改革推進
基本方針

●財政健全化と持続可能な財政
運営を確保するための基本的な
考え方
３．基本的な考え方のイメージ
（表中）
財政調整基金350億円の維持

３．基本的な考え方のイメージ
（表中）
財政調整基金の年度末残高350億
円の維持

適切な記述に修正

35 87

デジタル化推進基
本方針

●方針に基づく主な取組
○行政手続のオンライン化の充
実
マイナポータルや東京共同電子
申請・届出サービス（東京都と
区市町村が共同で運営するイン
ターネットを通じて行った申
請・届出を受付処理するサービ
ス）など、申請手続の内容に応
じた最適なオンライン申請サー
ビスの環境整備を通じて、場所
や時間を選ばない、デジタル
ファーストの視点に立った行政
手続の実現と充実を図ります。

○行政手続のオンライン化の充
実
マイナポータルや東京電子自治
体共同運営電子申請サービス
（東京都と区市町村が共同で運
営するインターネットを通じて
行った申請・届出を受付処理す
るサービス）など、申請手続の
内容に応じた最適なオンライン
申請サービスの環境整備を通じ
て、場所や時間を選ばない、デ
ジタルファーストの視点に立っ
た行政手続の実現と充実を図り
ます。

適切な記述に修正

33 79
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

36 90

区民と共に実現す
る基本構想

●概要
～略～。
このまちを将来にわたってより
良いまちとしていくため、区民
や地域団体、民間事業者等と杉
並区に関わるすべての方がこの
構想を共有した上で、総合計画
等の進捗状況や達成度につい
て、区民等と区が共に確認しな
がら、基本構想の実現を目指し
て取り組んでいくこととしま
す。

～略～。
このまちを将来にわたってより
良いまちとしていくため、区民
や地域団体、民間事業者等、杉
並区に関わるすべての方がこの
構想を共有した上で、総合計画
等の進捗状況や達成度につい
て、区民等と区が共に確認しな
がら、基本構想の実現を目指し
て取り組んでいくこととしま
す。

適切な記述に修正

9



（2）杉並区実行計画（第1次）

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

●事業の概要
首都直下地震の発生に備え、火
災による延焼被害の拡大が懸念
される木造住宅密集地域を中心
に、建築物の不燃化建替え支援
の対象区域を更に拡大するとと

もに、不燃化特区内※1において
は、空地の確保や道路拡幅整備
の強化を図るなど、不燃化をよ
り一層促進します。
また、災害時に震災救援所とし
て機能する区立小・中学校等周
辺や緊急道路障害物除去路線沿

道建築物※2の不燃化建替えを促
進するほか、不燃化の取組の普
及・啓発活動を推進します。

首都直下地震の発生に備え、火
災による延焼被害の拡大が懸念
される木造住宅密集地域を中心
に、建築物の不燃化建替え支援
の対象地域を更に拡大するとと

もに※1、不燃化特区内※2におい
ては、空地の確保や道路拡幅整
備の強化を図るなど、不燃化を
より一層促進します。
また、災害時に震災救援所とし
て機能する区立小・中学校等周
辺や緊急道路障害物除去路線沿

道建築物※3の不燃化建替えを促
進するほか、不燃化の取組の普
及・啓発活動を推進します。

●注釈
※1 不燃化特区：～略～。
※2 緊急道路障害物除去路線沿
道建築物：～略～。

※1 不燃化建替え支援の対象地
域を更に拡大：木造住宅密集地
域等の解消に向けた、建築物不
燃化助成制度の対象地域（阿佐
谷南・高円寺南地区、方南一丁
目、堀ノ内二丁目・三丁目、松
ノ木一丁目・二丁目・三丁目、
梅里一丁目、成田東一丁目・二
丁目）に、令和５年度以降、新
たに加える地域（阿佐谷北三丁
目・四丁目、天沼一丁目・二丁
目、本天沼一丁目・二丁目・三
丁目、梅里二丁目、成田東三丁
目・四丁目・五丁目、和泉一丁
目・和泉四丁目）
※2 不燃化特区：～略～。
※3 緊急道路障害物除去路線沿
道建築物：～略～。

2 4

施策1 5狭あい道路
の拡幅整備事業と
電柱セットバック
の推進

●事業の概要
～略～。また、個別訪問によ
り、拡幅整備に伴う塀の除却費
等助成制度の活用を促進するな
ど、対象地域への働きかけをよ
り一層強化します。

～略～。また、戸別訪問によ
り、拡幅整備に伴う塀の除却費
等助成制度の活用を促進するな
ど、対象地域への働きかけをよ
り一層強化します。

誤字による修正

3 5

施策2 2備蓄物資の
充実

●事業の概要
計画的に災害備蓄倉庫の整備を
進めていくほか、女性や災害時
要配慮者、外国人の視点に配慮
しつつ、感染症対策など備蓄品
の購入・入替を行うとともに、
発災後３日間を乗り切れるよ
う、区内食糧備蓄の確保に取り
組みます。

計画的に災害備蓄倉庫の整備を
進めていくほか、女性や災害時
要配慮者、外国人の視点に加
え、感染症対策などの観点も踏
まえ、備蓄品の購入・入替を行
うとともに、発災後３日間を乗
り切れるよう、区内食糧備蓄の
確保に取り組みます。

適切な記述に修正

1 2

施策1 2木造住宅密
集地域等の解消に
向けた不燃化促進

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

10



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

4 6

施策2 3発災時に備
えた体制づくりと
自治体間連携の推
進

●事業の概要
～略～。また、地域防災の担い
手である防災市民組織や消防団
への支援や民間事業者の帰宅困
難者支援対策の促進、NPO等との
連携強化など災害時に立ち向か
う共助の体制づくりを構築しま
す。

●事業量
　帰宅困難者支援対策
　の周知・ＰＲ活動

～略～。また、地域防災の担い
手である防災市民組織や消防団
への支援や民間事業者の帰宅困
難者対策の促進、NPO等との連携
強化など災害時に立ち向かう共
助の体制を構築します。

　帰宅困難者対策
　の周知・ＰＲ活動

適切な記述に修正

5 6

施策2 4ＩＣＴ活用
による災害情報の
収集・発信

●事業の概要

～略～。災害時には、ＳＮＳ※３

に投稿された災害情報のうち、
信頼性や正確性の高い情報をＡ
Ｉ（人口知能）技術を活用して
解析・収集することにより、正
確かつ迅速な災害状況の把握に
努めます。

～略～。災害時には、ＳＮＳ※３

に投稿された災害情報のうち、
信頼性や正確性の高い情報をＡ
Ｉ（人工知能）技術を活用して
解析・収集することにより、正
確かつ迅速な災害状況の把握に
努めます。

誤字による修正

6 7

施策2 5災害時要配
慮者支援の推進

●事業の概要
「地域のたすけあいネットワー
ク（地域の手）」登録者増に向
けて、訪問介護等の事業者から
サービスの利用者に対して登録
を促してもらうなど、更なる普
及啓発を図るとともに、専門性

の高い支援を行う福祉救援所※１

の新規指定について、設置され
ていない地域の民間施設に設置
協力を働きかけ、設置空白地域
の解消に努めます。

「地域のたすけあいネットワー
ク（地域の手）」登録者増に向
けて、訪問介護等の事業者から
サービスの利用者に対して登録
を促してもらうなど、更なる普
及啓発を図るとともに、専門性

の高い支援を行う福祉救援所※１

の新規指定について、設置され
ていない地域を中心に、民間施
設に設置協力を働きかけ、設置
空白地域の解消に努めます。

適切な記述に修正

7 9

施策3 2地域防犯対
策の推進

●事業の概要
防犯自主団体に対し、研修会の
実施や活動支援により、地域の
防犯活動を促進します。

防犯自主団体に対する研修会の
実施や活動支援により、地域の
防犯活動を促進します。

適切な記述に修正

8 13

施策5 2鉄道連続立
体交差化の推進

●事業の概要
鉄道の連続立体交差化を東京
都、関係区市、鉄道事業者と協
力して推進するとともに、駅前
広場や周辺道路整備に取り組
み、踏切による渋滞や事故、地
域の分断を解消し、円滑な交通
ネットワークを実現します。
また、各駅周辺のまちづくり協
議会や地域住民との協働によ
り、安全で利便性の高い沿線ま
ちづくりを、各地域の実情・特
性に合わせて推進します。

鉄道の連続立体交差化を東京
都、関係区市、鉄道事業者と協
力して推進するとともに、駅前
広場や周辺道路整備に取り組
み、踏切による交通渋滞や事
故、地域分断の解消、及び円滑
な交通ネットワークを実現しま
す。
また、各駅周辺のまちづくり協
議会や地域住民との協働によ
り、安全で利便性の高い沿線ま
ちづくりを、各地域の実情や特
性を踏まえて推進します。

適切な記述に修正

11



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

9 28

施策8 6都市農業の
支援と保全

●事業の概要
～略～。

また、農福連携農園※1の運営や

農業体験農園※2助成、成田西ふ

れあい農業公園※3の運営等を通
じて、都市農地が持つ多面的な
機能を広く活用・発信し、区民
生活にやすらぎと潤いを与える
都市農地の保全を図ります。

～略～。
また、農福連携農園（愛称：す

ぎのこ農園）※1の運営や農業体

験農園※2助成、成田西ふれあい

農業公園※3の運営等を通じて、
都市農地が持つ多面的な機能を
広く活用・発信し、区民生活に
やすらぎと潤いを与える都市農
地の保全を図ります。

わかりやすい表現
となるよう修正

10 36

施策11　6（仮称）
荻外荘公園の整備

●事業の概要
荻外荘は、戦前に内閣総理大臣
を三度務めた近衞文麿の別邸
で、組閣や日本の対外政策の重
要な会談が行われ、日本政治史
上重要な場所として、平成28年
（2016年）3月に国の史跡として
指定されました。荻外荘を、そ
の重要な会談が行われた昭和15
～16年（1940～1941年）頃の姿
に可能な限り復原して史跡公園
として整備し、適切に保存・活
用するとともに、併せて荻外荘
や近衞文麿に関する文化財等の
展示を行うことで、その価値を
杉並区内外に広く伝え、次世代
に確実に継承していきます。公
園の東側隣接地については、大
田黒公園や角川庭園などの周辺
施設との連携や回遊性を確保す
るため、荻窪三庭園の観光案内
としての機能を備えつつ、荻窪
の歴史や原風景を顧みながら多
くの人が集い、交流する場とし
て整備していきます。

荻外荘は、戦前に内閣総理大臣
を3度務めた近衞文麿の別邸で、
組閣や日本の対外政策の重要な
会談が行われ、日本政治史上重
要な場所として、平成28年
（2016年）3月に国の史跡として
指定されました。その重要な会
談が行われた昭和15～16年
（1940～1941年）頃の姿に可能
な限り復原して史跡公園として
整備し、適切に保存・活用して
いきます。併せて荻外荘や近衞
文麿に関する貴重な文化遺産を
展示・保存して次世代に確実に
継承するとともに、その文化的
価値を区内外に広く発信するこ
とを通じて、文化の香り高いま
ちづくりにつなげていきます。
また、公園の東側近接地につい
ては、大田黒公園や角川庭園を
含めた荻窪三庭園の連携・回遊
性を確保するための観光案内の
機能を備えつつ、荻窪の歴史や
原風景を顧みながら多くの人が
集い、交流できる場として整備
していくなど、（仮称）荻外荘
公園を含めた周辺地域の魅力を
更に高める観点から、荻窪駅周
辺まちづくりとも連携した公園
整備を進めていきます。

適切な記述に修正
及びわかりやすい
表現となるよう修
正

11 36

施策11　7地域の核
となる公園の整備

●事業の概要
～略～。
「（仮称）松庵二丁目公園」
は、住民の意見を取り入れた地
域のレクリエーション活動の拠
点となる公園として開園しま
す。

●事業量
　（仮称）松庵二丁目公園

～略～。
「松庵梅林公園」は、住民の意
見を取り入れた地域のレクリ
エーション活動の拠点となる公
園として開園します。

　松庵梅林公園

施設名称を決定し
たことによる修正

12 44

施策13 3在宅医療
体制の充実

●事業量
○3(2021)年度末（見込）
　在宅医療相談調整窓
　口の充実
　　相談数　138件

○3(2021)年度末（見込）
　在宅医療相談調整窓
　口の充実
　　相談数　350件

最新の見込みによ
る数値の修正

12



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

13 47

施策14 1地域の支
え合い仕組みづく
りの推進

●事業量
○3(2021)年度末（見込）
　相談機関からの相談
　　201件
　支援会議の実施
　　69回

○3(2021)年度末（見込）
　相談機関からの相談
　　384件
　支援会議の実施
　　114回

最新の見込みによ
る数値の修正

14 49

施策14 3障害者の
地域生活支援体制
の推進・強化

●事業の概要
介護者が疾病や死亡等で不在と
なった場合などの緊急時におい
ても、重度化や高齢化した障害
者が住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるよう、基幹相

談支援センター※1と障害者地域
相談支援センター(すまいる)に
配置しているコーディネーター
等を中心に、「緊急時対応計
画」を作成する取組を進めま
す。～略～。

介護者が疾病等で不在となった
場合などの緊急時においても、
障害者が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられるよう、基
幹相談支援センター※1と障害者
地域相談支援センター(すまい
る)に配置しているコーディネー
ター等を中心に、「緊急時対応
計画」を作成する取組を進めま
す。～略～。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

15 49

施策14 3障害者の
地域生活支援体制
の推進・強化

●事業量
○3(2021)年度末（見込）
　緊急時対応計画
　の作成  60件

○4(2022)年度
　緊急時対応計画
　の作成　90件

○5(2023)年度
　緊急時対応計画
　の作成　90件

○6(2024)年度
　緊急時対応計画
　の作成　90件

○3か年計
　緊急時対応計画
　の作成　270件

○3(2021)年度末（見込）
　緊急時対応計画
　の作成
　　新規60件（累計60件）
○4(2022)年度
　緊急時対応計画
　の作成
　　新規90件（累計150件）
○5(2023)年度
　緊急時対応計画
　の作成
　　新規90件（累計240件）
○6(2024)年度
　緊急時対応計画
　の作成
　　新規90件（累計330件）
○3か年計
　緊急時対応計画
　の作成
　　新規270件（累計330件）

適切な記述に修正

13



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

16 50

施策14 4生活困窮
者等への自立支援
体制の充実

●事業量
○3(2021)年度末（見込）

　自立相談支援事業※５

　の実施
　　相談件数　9,637件

●注釈
※5 自立相談支援事業：生活困
窮者等からの相談に応じ、課題
の解決に向けた自立支援計画を
作成するほか、支援者と連携
し、自立に向けた支援を包括
的、計画的に行う事業

○3(2021)年度末（見込）

　自立相談支援事業※５

　の実施
　　相談件数　21,950件

※5 自立相談支援事業：生活困
窮者等からの相談に応じ、課題
の解決に向けた自立支援計画を
作成するほか、支援者と連携
し、自立に向けた支援を包括
的、計画的に行う事業。（「3
（2021）年度末（見込）」の相
談件数については、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による住
居確保給付金等の申請相談数が
大きく伸びたことにより、例年
に比べ数値が増加しています
（参考：平成30年度（2018年
度）実績 7,746件）。）

最新の見込みによ
る数値の修正及び
これに伴う注釈の
修正

17 53

施策15 1認知症施
策の推進

●注釈
※1 認知症施策推進大綱：認知
症の発症を遅らせ、認知症に
なっても希望をもって日常生活
を過ごせる社会を目指し、 認知
症の人や家族の視点を重視しな
がら、「共生」と「予防」を車
の車輪として施策を推進してい
くことを基本的な考え方とし
て、令和元年（2019年）6月18日
に国が策定

※1 認知症施策推進大綱：認知
症の発症を遅らせ、認知症に
なっても希望をもって日常生活
を過ごせる社会を目指し、 認知
症の人や家族の視点を重視しな
がら、「共生」と「予防」を車
の両輪として施策を推進してい
くことを基本的な考え方とし
て、令和元年（2019年）6月18日
に国が策定

誤字による修正

18 68

施策20 働きながら
安心して子育てで
きる環境の整備・
充実

●事業量
○4(2022)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　新規2施設
　　(累計4施設)
○5(2023)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　　　―
　　(累計4施設)
○6(2024)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　　　―
　　(累計4施設)
○3か年計
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　新規2施設
　　(累計4施設)

○4(2022)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　新規2施設
　　(累計4施設)
○5(2023)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　新規1施設
　　(累計5施設)
○6(2024)年度
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　　　―
　　(累計5施設)
○3か年計
　小学校に近接するスペースを
　活用した学童クラブの整備
　　新規3施設
　　(累計5施設)

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
の整備に伴う数値
の修正

14



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

19 76

施策23 2教育相談
体制の充実

●事業量

 相談グループ※２の実施

●注釈
※2 相談グループ：～略～。

 教育相談グループ※２の実施

※2 教育相談グループ：～略
～。

適切な記述に修正

20 79

施策24 6図書館の
整備

●事業の概要
～略～。
また、「視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に関する法律
（読書バリアフリー法）」に基
づき、高齢や障害等の理由から
読書が困難な利用者に向けた
様々な資料の収集や読書環境の
整備を進め、図書館サービスの
充実を図ります。

●注釈
※1 ＤＡＩＳＹ資料：視覚障害
等により普通の印刷物を読むこ
とが困難な方のために開発され
た国際基準規格のデジタル録音
図書。音声ＤＡＩＳＹと音声を
聞きながら画像を見るマルチメ
ディアＤＡＩＳＹの2種類があ
る。ＤＡＩＳＹはDigital
Accessible Information SYstem
の略

～略～。
また、「視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に関する法律
（読書バリアフリー法）」等に
基づき、高齢や障害等の理由か
ら読書が困難な利用者に向けた
様々な資料の収集や読書環境の
整備を進め、図書館サービスの
充実を図ります。

※1 ＤＡＩＳＹ資料：視覚障害
等により普通の印刷物を読むこ
とが困難な方のために開発され
た国際基準規格のデジタル録音
図書。音声ＤＡＩＳＹと音声を
聞きながら画像を見るマルチメ
ディアＤＡＩＳＹの2種類があ
る。ＤＡＩＳＹはDigital
Accessible Information System
の略

適切な記述に修正

21 83

施策26 1地域活動
団体への支援

●事業量
　地域連携支援事業
　助成
　町会掲示板設置等
　助成

　地域連携事業
　助成
　町会・自治会掲示板設置等
　助成

適切な記述に修正
及び表記の統一に
よる修正

22 87

施策27 1文化・芸
術活動の創造と発
信

●事業量
　情報誌「コミュかる」
　の発行

　情報紙「コミュかる」
　の発行

誤字による修正

23 87

施策27 2文化・芸
術活動の支援

●事業の概要
区内での多様な文化・芸術の振
興を図るため、区内の文化芸術
活動に造詣の深い有識者等を中
心とした文化・芸術振興審議会
を運営するとともに、区民や区
内に拠点を持つ団体又は個人が
行う幅広いジャンルの文化活動
や創造的な芸術活動が積極的に
展開されるよう支援していきま
す。

区内での多様な文化・芸術の振
興を図るため、区内の文化芸術
活動に造詣の深い有識者等を中
心とした文化・芸術振興審議会
を運営するとともに、区民や区
内に拠点を持つ団体が行う幅広
いジャンルの文化活動や創造的
な芸術活動が積極的に展開され
るよう支援していきます。

適切な記述に修正

24 88

施策27 3国際・国
内交流の推進

●注釈
※1 国際友好都市：国際友好都
市協定を締結している、大韓民
国ソウル特別市瑞草区及びオー
ストラリア連邦ニューサウス
ウェールズ州ウィロビー市

※1 国際友好都市：友好都市協
定を締結している、オーストラ
リア連邦ニューサウスウェール
ズ州ウィロビー市及び大韓民国
ソウル特別市瑞草区

適切な記述に修正
及び協定締結順に
記載の修正

15



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

25 88

施策27 3国際・国
内交流の推進

●注釈
※2 国内交流自治体：区と友好
自治体協定や災害時相互援助協
定等の協定書を取り交わし、教
育・スポーツ・文化・経済等の
分野で住民交流を相互に深めて
いる国内の市町村

※2 国内交流自治体：区と友好
自治体協定や災害時相互援助協
定等を取り交わし、教育・ス
ポーツ・文化・経済等の分野で
住民交流を相互に深めている国
内の市町村

わかりやすい表現
となるよう修正

26 89

施策28 1歴史・文
化に親しむ機会の
充実

●注釈
※1 陽明文庫：昭和前期に内閣
総理大臣を三度務めた近衞文麿
が京都市に設立した歴史博物
館。近衞家に伝習した古文書、
古典籍、古美術工芸品等を一括
して保存管理している

●注釈
※1 陽明文庫：昭和前期に内閣
総理大臣を三度務めた近衞文麿
が京都市に設立した歴史資料
館。近衞家に伝習した古文書、
古典籍、古美術工芸品等を一括
して保存管理している

適切な記述に修正

27
91
・
92

施策29 全体 ●分野別ごとの将来像
文化・スポーツ
生涯を通じ、文化を育み、ス
ポーツに親しむことのできるま
ち

文化・スポーツ
文化を育み継承し、スポーツに
親しむことのできるまち

適切な記述に修正

28 92

施策29 2障害者ス
ポーツの推進

●事業の概要
障害者が身近な地域のスポーツ
施設で気軽にスポーツ・運動に
親しめるよう、障害者スポーツ
教室の開催を拡充して取り組み
ます。

障害者が身近な地域のスポーツ
施設で気軽にスポーツ・運動に
親しめるよう、障害者スポーツ
教室を開催します。

適切な記述に修正

16



（3）杉並区区政経営改革推進計画（第1次）

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 1

方針1　情報化経費
精査の実施

●関係課欄
　－ 　財政課

他の計画との整合
を図るため修正

2 4

方針1　震災救援所
の運営に関するデ
ジタル化の推進

●取組の概要
震災救援所において避難者を受
付する際の混雑緩和及び避難者
名簿作成業務等の効率化を図る
ため、あらかじめ避難者自らが
Ｗｅｂフォーム等に入力するシ
ステム運用に向けて検討を行い
ます。

震災救援所において避難者を受
付する際の混雑緩和及び避難者
名簿作成業務等の効率化を図る
ため、あらかじめ避難者自らが
Ｗｅｂフォーム等に入力するシ
ステム導入に向けて検討を行い
ます。

適切な記述に修正

3 5

方針1　預貯金等調
査システムの導入
による業務の効率
化

●取組内容
○4(2022)年度
　導入検討
○5(2023)年度
　検討・運用

○4(2022)年度
　導入準備、運用開始
○5(2023)年度
　運用

取組内容の精査に
よる修正

4 6

方針1　民営化宿泊
施設の見直し

●取組の概要
区の民営化宿泊施設（コニ
ファーいわびつ、富士学園、
弓ヶ浜クラブ）について、利用
状況や区民ニーズの変化、施設
の老朽化等を踏まえて、施設の
あり方を検討し、その見直し方
針に基づく取組を進めていきま
す。

区の民営化宿泊施設（コニ
ファーいわびつ、富士学園、
弓ヶ浜クラブ）について、利用
状況や区民ニーズの変化、施設
の老朽化等を踏まえて施設のあ
り方を検討し、その見直し方針
に基づく取組を進めていきま
す。

わかりやすい表現
となるよう修正

5 17

方針2　ふるさと納
税制度による寄附
の受入れ

●取組の概要
４つの基金（次世代育成基金、
社会福祉基金、NPO支援基金、み
どりの基金）と「杉並クラウド
ファンディング」による寄附募
集について、民間ポータルサイ
トや区ホームページ等により区
内外に情報発信し、健全な寄附
文化の醸成とともに寄附の受入
を図ります。

４つの基金（次世代育成基金、
社会福祉基金、NPO支援基金、み
どりの基金）と「杉並クラウド
ファンディング」による寄附の
募集等について、民間ポータル
サイトや区ホームページ等によ
り区内外に情報発信し、健全な
寄附文化の醸成とともに寄附の
受入を図ります。

適切な記述に修正

6 20

方針2　保育施設等
の利用者負担の見
直し

●取組の概要
認可保育所等の利用者負担金に
ついて、国制度を参考とした適
正化を図るとともに、待機児童
ゼロの状況を踏まえて認可外保
育施設等の保育料補助金の見直
しを行います。

認可保育所等の利用者負担金に
ついて、保育料階層の簡素化と
適正化の観点から見直しを行う
とともに、認可外保育施設等の
保育料補助金についても、待機
児童ゼロの状況を踏まえて見直
しを行います。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、見直しの
方向性を明確化

17



（4）杉並区協働推進計画（第1次）

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 5

方針2 地域活動団
体の交流・連携の
推進

●関連する計画
（デジタル化推進計画）方針1
地域活動団体のデジタル技術活
用に向けた支援

（デジタル化推進計画）方針1
地域活動団体のＩＣＴ活用に向
けた支援

他の計画との整合
を図るため修正

2 8

方針2　災害時要配
慮者支援の推進

●取組の概要
～略～。
また、専門性の高い支援を行う
福祉救援所を増やすため、設置
されていない地域の民間施設に
対し、福祉救援所の登録の働き
かけを行うとともに、既存の福
祉救援所については、訓練等を
通じ迅速な救援所立ち上げがで
きるよう取り組んでいきます。

～略～。
また、専門性の高い支援を行う
福祉救援所を増やすため、設置
されていない地域を中心に、民
間施設に対し、福祉救援所の登
録の働きかけを行うとともに、
既存の福祉救援所については、
訓練等を通じ迅速な救援所立ち
上げができるよう取り組んでい
きます。

適切な記述に修正

3 8

方針2　災害時要配
慮者支援の推進

●取組内容
○4(2022)年度
　地域のたすけあいネット

　ワーク（地域の手）※２

　登録者数　11,300人
○5(2023)年度
　地域のたすけあいネット
　ワーク（地域の手）
　登録者数　11,500人
○6(2024)年度
　地域のたすけあいネット
　ワーク（地域の手）
　登録者数　11,700人

○4(2022)年度
　地域のたすけあいネット

　ワーク（地域の手）※２

　新規登録者数　1,700人
○5(2023)年度
　地域のたすけあいネット
　ワーク（地域の手）
　新規登録者数　1,700人
○6(2024)年度
　地域のたすけあいネット
　ワーク（地域の手）
　新規登録者数　1,700人

他の計画との整合
を図るため修正

4 16

方針2　ＮＰＯとの
協働による介護予
防事業の実施

●関係課欄
　－ 　高齢者在宅支援課

記載漏れによる追
記

5 17

方針2　農福連携農
園の運営

●取組名

農福連携農園※１の運営 農福連携農園（愛称：すぎのこ

農園）※１の運営

わかりやすい表現
となるよう修正

6 19

方針2 すぎなみ地
域大学等による地
域人材の育成

●取組内容
　協働プラザによる人材
　育成・活動支援
　　5講座

　すぎなみ協働プラザによる
　人材育成・活動支援
　　5講座

適切な記述に修正
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（5）杉並区デジタル化推進計画（第1次）

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 2

方針1　マイナン
バー制度を活用し
た区民の利便性向
上

●取組の概要
～略～。
また、マイナンバーカード取得
率の推移や国の動向を注視しな
がら、国によるマイキープラッ

トフォーム構想※１を活用した区
独自の施策を研究していきま
す。

～略～。
また、マイナンバーカード交付
率の推移や国の動向を注視しな
がら、国によるマイキープラッ

トフォーム構想※１を活用した区
独自の施策を研究していきま
す。

適切な記述に修正

2 4

方針1 震災救援所
の運営に関するデ
ジタル化の推進

●取組の概要
震災救援所において避難者を受
付する際の混雑緩和及び避難者
名簿作成業務等の効率化を図る
ため、あらかじめ避難者自らが
Ｗｅｂフォーム等に入力するシ
ステム運用に向けて検討を行い
ます。

震災救援所において避難者を受
付する際の混雑緩和及び避難者
名簿作成業務等の効率化を図る
ため、あらかじめ避難者自らが
Ｗｅｂフォーム等に入力するシ
ステム導入に向けて検討を行い
ます。

適切な記述に修正

3 8

方針1 地域活動団
体のデジタル技術
活用に向けた支援

●取組名
地域活動団体のデジタル技術活
用に向けた支援

地域活動団体のＩＣＴ活用に向
けた支援

他の計画との整合
を図るため修正

4 10

方針1 ＭａａＳ等
を活用した新たな
地域公共交通の充
実

●取組の概要

ＭａａＳ※1やＡＩ（人工知能）
による配車、自動運転等のほ
か、2次元コードを利用した運賃
支払いのキャッシュレス化な
ど、様々なデジタル技術やビッ
グデータを活用し、より利便性
の高い地域公共交通の実現に向
けて、調査・研究を行います。

ＭａａＳ※1やＡＩ（人工知能）
による配車、自動運転等のほ
か、2次元コードを利用した運賃
支払いのキャッシュレス化な
ど、様々なデジタル技術やビッ

グデータ※２を活用し、より利便
性の高い地域公共交通の実現に
向けて、調査・研究を行いま
す。

記載漏れによる追
記

5 12

方針1 読書バリア
フリーの推進

●取組の概要
これまでも作成及び提供してき
たデジタル録音資料「ＤＡＩＳ
Ｙ」（デイジー）について、

「読書バリアフリー法※1」に基
づき、一層の充実を図ります。
さらに、高齢や障害等の理由か
ら読書が困難な利用者に向けた
様々な資料の収集や提供など、
環境整備を行います。

●注釈
※2 ＤＡＩＳＹ資料：視覚障害
等により普通の印刷物を読むこ
とが困難な方のために開発され
た国際基準規格のデジタル録音
図書音声ＤＡＩＳＹと音声を聞
きながら画像を見るマルチメ
ディアＤＡＩＳＹの2種類がある
ＤＡＩＳＹはDigital
Accessible Information SYstem
の略

これまでも作成及び提供してき
たデジタル録音資料「ＤＡＩＳ
Ｙ」（デイジー）について、

「読書バリアフリー法※1」等に
基づき、一層の充実を図りま
す。さらに、高齢や障害等の理
由から読書が困難な利用者に向
けた様々な資料の収集や提供な
ど、環境整備を行います。

※2 ＤＡＩＳＹ資料：視覚障害
等により普通の印刷物を読むこ
とが困難な方のために開発され
た国際基準規格のデジタル録音
図書音声ＤＡＩＳＹと音声を聞
きながら画像を見るマルチメ
ディアＤＡＩＳＹの2種類がある
ＤＡＩＳＹはDigital
Accessible Information System
の略

適切な記述に修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

6 16

方針2　預貯金等調
査システムの導入
による業務の効率
化

●取組内容
○4(2022)年度
　導入検討
○5(2023)年度
　検討・運用

○4(2022)年度
　導入準備、運用開始
○5(2023)年度
　運用

取組内容の精査に
よる修正

7 22

方針2 災害に備え
た情報システムの
運用体制の強化

●取組の概要
～略～、その計画に基に実効性
を高める訓練（Ｄｏ）及びその
結果に基づいた検証（Ｃｈｅｃ
ｋ）・見直し（Ａｃｔｉｏｎ）
のＰＤＣＡサイクルを実践し、
被災の影響を最小限に留めま
す。

～略～、その計画を基に実効性
を高める訓練（Ｄｏ）及びその
結果に基づいた検証（Ｃｈｅｃ
ｋ）・見直し（Ａｃｔｉｏｎ）
のＰＤＣＡサイクルを実践し、
被災の影響を最小限に留めま
す。

誤字による修正

20



（6）杉並区区立施設再編整備計画（第2期）・第1次実施プラン

No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 8

第２章 これまでの
取組の成果と課題
方針⑦ 区と国が連
携した財産交換に
よる施設再編整備
の促進

～略～。また、令和３年12月に
は、診療所や訪問看護ステー
ション、看護小規模多機能型居
宅介護事業所など、区民の在宅
療養生活を支援する施設を併設
した特別養護老人ホームを開設
する予定です。

～略～。また、令和３年（2021
年）12月には、診療所や訪問看
護ステーション、看護小規模多
機能型居宅介護事業所など、区
民の在宅療養生活を支援する施
設を併設した特別養護老人ホー
ムを開設しました。

当該特別養護老人
ホームを開設した
ことに伴う記述の
修正

2 27

第４章 基本方針
方針② 施設の総
量・トータルコス
トの適正化

～略～
○また、第３章「区立施設の現
状と課題」で示したとおり、施
設にかかるライフサイクルコス
トの大部分はランニングコスト
であるため、これを縮減する必
要があります。改築等、施設整
備の際の取組による施設規模の
総量の適正化のほか、効率的な
維持管理体制の構築など施設維
持管理方法の見直しや、より環
境性能が高い設備の導入等によ
るランニングコストの縮減を促
進し、トータルコストの適正化
を図ります。

～略～
○また、第３章「区立施設の現
状と課題」で示したとおり、施
設にかかるライフサイクルコス
トの大部分はランニングコスト
であるため、これを縮減する必
要があります。改築等、施設整
備の際の取組による施設規模の
総量の適正化のほか、効率的な
維持管理体制の構築など施設維
持管理方法の見直しや、ランニ
ングコストの縮減につながる環
境性能が高い設備等の導入等を
促進し、トータルコストの適正
化を図ります。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

3 35

第２章 施設分類ご
との取組（（１）
小学校、中学校、
特別支援学校）

済美養護学校中等部の移転 済美養護学校中学部の移転 適切な記述に修正

4 35

第２章 施設分類ご
との取組（（１）
小学校、中学校、
特別支援学校）

学童クラブ及び小学生の放課後
等居場所事業の小学校内での実
施

学童クラブ及び小学生の放課後
等居場所事業の小学校内等での
実施

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う記述の修正

5 36

第２章 施設分類ご
との取組（■各取
組の記載内容につ
いて）

～略～
○「課題と再編整備の方向性」
については、各施設におけるこ
れまでの施設の状況を踏まえた
課題や、第１期計画の基本方針
を踏まえた今後の再編整備の方
向性について記載しています。

～略～
○「課題と再編整備の方向性」
については、各施設におけるこ
れまでの施設の状況を踏まえた
課題や、第２期計画の基本方針
を踏まえた今後の再編整備の方
向性について記載しています。

誤字による修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

6 38

第２章 （１）小学
校、中学校、特別
支援学校

課題と再編整備の方向性
～略～。
このような背景をもとに、今後
の学校施設の長寿命化改修や改
築に当たっては、子どもたちに
望ましい教育環境を確保した上
で、他施設との複合化・多機能
化を促進しながら地域に開かれ
た学校施設を目指す取組を進め
るなど、より一層、地域コミュ
ニティの核となる施設としてい
きます。なお、改築の際には、
適切な施設規模を確保しつつ、
学校施設のスリム化を図りま
す。

課題と再編整備の方向性
～略～。
このような背景をもとに、今後
の学校施設の長寿命化改修や改
築に当たっては、子どもたちに
望ましい教育環境を確保した上
で、震災救援所としての機能を
考慮し、他施設との複合化・多
機能化を促進しながら地域に開
かれた学校施設を目指す取組を
進めるなど、より一層、地域コ
ミュニティの核となる施設とし
ていきます。なお、改築の際に
は、適切な施設規模を確保しつ
つ、学校施設のスリム化を図り
ます。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、適切な記
述に修正

7 41

第２章 （１）小学
校、中学校、特別
支援学校

＜済美養護学校中等部の移転＞
【済美養護学校中等部の済美教
育センターへの移転】
○～略～。そのため、今後の需
要の増加を見据え、済美養護学
校については、教育環境の整備
を図る観点から、近隣の済美教
育センターを増築・改修し、令
和７年度に中等部を移転しま
す。

＜済美養護学校中学部の移転＞
【済美養護学校中学部の済美教
育センターへの移転】
○～略～。そのため、今後の需
要の増加を見据え、済美養護学
校については、教育環境の整備
を図る観点から、近隣の済美教
育センターを増築・改修し、令
和７年度（2025年度）に中学部
を移転します。

適切な記述に修正

8 42

第２章 （１）小学
校、中学校、特別
支援学校

＜学童クラブ及び小学生の放課
後等居場所事業の小学校内での
実施＞

＜学童クラブ及び小学生の放課
後等居場所事業の小学校内等で
の実施＞

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う記述の修正

9 42

第２章 （１）小学
校、中学校、特別
支援学校

　　　　　　― 【中学校のスペースを活用した
学童クラブの実施】
○宮前中学校の特別教室棟の一
部を活用して、宮前北（第二）
学童クラブを実施していきま
す。

※（　）内は、対応する学童ク
ラブ名。
※「☆」印が付いている学童ク
ラブは、第二学童クラブとして
実施。

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う追記

学童クラブ

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)
財政

効果額
（億円）

0.0実施
宮前（宮前北☆）
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

10 43

第２章 （１）小学
校、中学校、特別
支援学校

＜学校跡地の活用＞
【旧若杉小学校の跡地活用】
～略～
○保育室若杉については、令和
６年度末に廃止します。また、
北校舎で運営する民間保育所
は、天沼保育園移転後の跡地
に、令和６年度末に移転しま
す。

＜学校跡地の活用＞
【旧若杉小学校の跡地活用】
～略～
○保育室若杉については、令和
６年度（2024年度）末に廃止し
ます。また、北校舎で運営する
民設保育所は、天沼保育園移転
後の跡地に、令和６年度（2024
年度）末に移転します。

適切な記述に修正

11 50

第２章 （２）児童
館、学童クラブ、
子ども・子育てプ
ラザ

＜学童クラブの整備＞
【小学校内への学童クラブの整
備】
（表中）
高井戸小学校の増築に合わせて
移転整備（※）

（表欄外）
※高井戸小学校の増築に合わせ
て、高井戸児童館併設の高井戸
学童クラブの一部を小学校内に
移転しますが、当面の学童クラ
ブの需要に対応するため、校外
育成室を現在の施設内に残置し
ます。

＜学童クラブの整備＞
【小学校内への学童クラブの整
備】
（表中）
高井戸小学校の増築に合わせて
校内育成室を整備するととも
に、当面の学童クラブの需要に
対応するため、現在の施設内に
校外育成室を残置

（表欄外）

　　　　　（削除）

わかりやすい表現
となるよう修正

12 51

第２章 （２）児童
館、学童クラブ、
子ども・子育てプ
ラザ

【小学校に近接するスペースを
活用した学童クラブの整備】
～略～

※「☆」印が付いている学童ク
ラブは、校外育成室として実
施。

【小学校に近接するスペースを
活用した学童クラブの整備】
～略～
○宮前中学校の特別教室棟の一
部を活用して、宮前北学童クラ
ブの第二学童クラブを整備し、
受入枠を拡大します。

※「◇」印が付いている学童ク
ラブは、校外育成室として実
施。
※「☆」印が付いている学童ク
ラブは、第二学童クラブとして
実施。

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う追記及び記
述の修正小学校に近接

するスペース

の活用

R3 R4 R5 R6

財政

効果額

（億円）
0.0実施

善福寺

和泉学園☆

小学校に近接

するスペース

の活用

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)

財政

効果額

（億円）
0.0実施

善福寺

和泉学園◇

実施
宮前北☆

保育室若杉

R3 R4 R5 R6

北校舎
民間保育所

R3 R4 R5 R6

さざんかス
テップアップ
教室・わかば

R3 R4 R5 R6

財政
効果額
（億円）

0.0

廃止

移転

移転先検討・移転

保育室若杉

R3 R4 R5 R6

北校舎
民設保育所

R3 R4 R5 R6

さざんかス
テップアップ
教室・わかば

R3 R4 R5 R6

財政
効果額
（億円）

0.0

廃止

移転

移転先検討・移転
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

13 52

第２章 （２）児童
館、学童クラブ、
子ども・子育てプ
ラザ

【子ども・子育てプラザの整
備】
○機能移転後の善福寺児童館施
設を転用して、（仮称）子ど
も・子育てプラザ善福寺を整備
し、令和４年度中に開設しま
す。

【子ども・子育てプラザの整
備】
○機能移転後の善福寺児童館施
設を転用して、子ども・子育て
プラザ善福寺を整備し、令和４
年度（2022年度）中に開設しま
す。

施設名称を決定し
たことによる修正

14 57

第２章 （３）保育
園、子供園

＜区立保育園の改築及び移転後
の跡地等への民間事業者による
保育所整備等＞

　　　　　　―

＜区立保育園の改築及び移転後
の跡地等への民間事業者による
保育所整備等＞
【旧保育室和泉北跡地への保育
所整備】
○令和元年度（2019年度）末を
もって廃止した旧保育室和泉北
の跡地については、既存の建物
を解体した後、民間事業者によ
る保育所を整備し、令和４年
（2022年）４月に開設します。

記載漏れによる追
記

15 57

第２章 （３）保育
園、子供園

【大宮保育園及び永福北保育園
の永福三丁目複合施設を活用し
た移転改築及び民営化】
～略～
○永福北保育園については、大
宮保育園が改築工事期間中の仮
園舎として使用していた永福三
丁目複合施設内の保育所に令和
５年度中に移転し、令和６年度
に民営化します。なお、永福北
保育園移転後の跡地について
は、済美養護学校中等部の移転
に伴う済美教育センターの教育
相談担当の移転先として活用し
ます。

【大宮保育園及び永福北保育園
の永福三丁目複合施設を活用し
た移転改築及び民営化】
～略～
○永福北保育園については、大
宮保育園が改築工事期間中の仮
園舎として使用していた永福三
丁目複合施設内の保育所に令和
５年度（2023年度）中に移転
し、令和６年度（2024年度）に
民営化します。なお、永福北保
育園移転後の跡地については、
済美養護学校中学部の移転に伴
う済美教育センターの教育相談
担当の移転先として活用しま
す。

適切な記述に修正

16 59

第２章 （３）保育
園、子供園

【旧保育室浜田山東の跡地を活
用した高井戸東保育園の改築】
～略～
○高井戸東保育園に併設するゆ
うゆう高井戸東館については、
浜田山会館を転用して整備する
（仮称）コミュニティふらっと
浜田山に機能継承します。

【旧保育室浜田山東の跡地を活
用した高井戸東保育園の改築】
～略～
○高井戸東保育園に併設するゆ
うゆう高井戸東館については、
浜田山会館を転用して整備する
（仮称）コミュニティふらっと
浜田山に機能継承します。
○仮設園舎用地として活用した
旧保育室浜田山東跡地について
は、行政需要を踏まえ有効な活
用策を今後検討します。

適切な記述に修正

旧保育室
和泉北跡地

R3 R4 R5 R6
財政

効果額
（億円）

0.0開設建築

（事業者）
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

17 60

第２章 （３）保育
園、子供園

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、施
設の状況に応じて、効果的な活
用策を検討するなどしていきま
す（※）。
※定期利用保育施設久我山東が
併設する久我山東保育園移転後
の跡地については、隣接する富
士見丘北公園と遊び場113番とを
合わせ、一体的な都市計画公園
として整備します。

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、次
のとおり有効活用を図るほか、
施設の状況に応じて、効果的な
活用策を検討するなどしていき
ます。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

18 60

第２章 （３）保育
園、子供園

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、施
設の状況に応じて、効果的な活
用策を検討するなどしていきま
す（※）。
※定期利用保育施設久我山東が
併設する久我山東保育園移転後
の跡地については、隣接する富
士見丘北公園と遊び場113番とを
合わせ、一体的な都市計画公園
として整備します。

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、次
のとおり有効活用を図るほか、
施設の状況に応じて、効果的な
活用策を検討するなどしていき
ます。

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

施設名 廃止時期 廃止後の跡地活用

保育室高円寺第二

会議、展示等を行う多目的な事業
用スペース及び併設する高円寺駅前

図書サービスコーナーの図書資料保管

場所

保育室堀ノ内
（仮称）荻外荘公園整備期間中の文
化財保管場所

定期利用保育施設高

井戸北

（仮称）子ども・子育てプラザ高井戸
（機能移転後の高井戸児童館施設と合

わせて整備）

定期利用保育施設高
井戸

高齢者活動支援センターの機能回復
訓練室

定期利用保育施設久

我山東

 令和５年（2023年）２月の

 久我山東保育園移転に合わせ
 て廃止

都市計画公園（隣接する富士見丘北

公園及び遊び場 113番 と合わせて整
備）

令和３年度（2021年度）末

施設名 廃止時期 廃止後の跡地活用

保育室高円寺第二

会議、展示等を行う多目的な事業
用スペース及び併設する高円寺駅前

図書サービスコーナーの図書資料保管

場所

保育室堀ノ内
（仮称）荻外荘公園整備期間中の文
化財保管場所

定期利用保育施設高

井戸北

（仮称）子ども・子育てプラザ高井戸
（機能移転後の高井戸児童館施設と合

わせて整備）

定期利用保育施設高
井戸

高齢者活動支援センターの機能回復
訓練室

定期利用保育施設久

我山東

 令和５年（2023年）２月の

 久我山東保育園移転に合わせ
 て廃止

都市計画公園（隣接する富士見丘北

公園及び遊び場 113番 と合わせて整
備）

令和３年度（2021年度）末
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

19 60

第２章 （３）保育
園、子供園

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、施
設の状況に応じて、効果的な活
用策を検討するなどしていきま
す（※）。
※定期利用保育施設久我山東が
併設する久我山東保育園移転後
の跡地については、隣接する富
士見丘北公園と遊び場113番とを
合わせ、一体的な都市計画公園
として整備します。

＜区保育室及び定期利用保育事
業の廃止＞
～略～
○廃止後の跡地については、次
のとおり有効活用を図るほか、
施設の状況に応じて、効果的な
活用策を検討するなどしていき
ます。

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正

20 61

第２章 （３）保育
園、子供園

【高井戸西子供園の改築】
○高井戸西子供園は、旧宮前自
転車集積所の跡地を活用して仮
園舎を整備し、一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。
○仮園舎の建物については、高
井戸西子供園の改築期間中の仮
園舎活用が終了後、（仮称）子
ども・子育てプラザ宮前への転
用を見据えます。

【高井戸西子供園の改築】
○高井戸西子供園は、旧宮前自
転車集積所の跡地を活用して仮
園舎を整備し、一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。
○仮園舎の建物については、高
井戸西子供園の改築期間中の仮
園舎活用が終了後、（仮称）子
ども・子育てプラザ宮前への転
用を見据えます。
○高井戸西子供園の仮園舎の整
備を開始するまでの期間につい
ては、当該集積所跡地を遊び場
として活用します。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、旧宮前自
転車集積所跡地へ
の高井戸西子供園
仮園舎整備開始ま
での期間の暫定的
活用策を追記

21 66

第２章 （４）地域
区民センター、区
民集会所、コミュ
ニティふらっと等

【（仮称）コミュニティふらっ
と浜田山の再編整備】
○浜田山会館を改修して、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用し、令和７年度に開設
します。なお、転用に当たり、
浜田山会館に併設するケア24浜
田山については、高井戸地域区
民センター建物内に移転しま
す。

【（仮称）コミュニティふらっ
と浜田山の再編整備】
○浜田山会館を改修して、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用し、令和７年度（2025
年度）に開設します。なお、転
用に当たり、浜田山会館に併設
するケア24浜田山については、
移転先を検討します。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

22 66

第２章 （４）地域
区民センター、区
民集会所、コミュ
ニティふらっと等

【（仮称）コミュニティふらっ
と浜田山の再編整備】
○浜田山会館を改修して、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用し、令和７年度に開設
します。なお、転用に当たり、
浜田山会館に併設するケア24浜
田山については、高井戸地域区
民センター建物内に移転しま
す。

【（仮称）コミュニティふらっ
と浜田山の再編整備】
○浜田山会館を改修して、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用し、令和７年度（2025
年度）に開設します。なお、転
用に当たり、浜田山会館に併設
するケア24浜田山については、
移転先を検討します。

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

施設名 廃止時期 廃止後の跡地活用

保育室高円寺第二

会議、展示等を行う多目的な事業用
スペース及び併設する高円寺駅前図

書サービスコーナーの図書資料保管場
所

保育室堀ノ内
（仮称）荻外荘公園整備期間中の文化
財保管場所

定期利用保育施設高

井戸北

（仮称）子ども・子育てプラザ高井戸

（機能移転後の高井戸児童館施設と合

わせて整備）

定期利用保育施設高

井戸

高齢者活動支援センターの機能回復

訓練室

定期利用保育施設久
我山東

 令和５年（2023年）２月の
 久我山東保育園移転に合わせ

 て廃止

都市計画公園（隣接する富士見丘北
公園及 び遊 び場 113番 と合わせて整

備）

令和３年度（2021年度）末
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

23 67

第２章 （４）地域
区民センター、区
民集会所、コミュ
ニティふらっと等

【区民事務所会議室の廃止】 【区民事務所会議室の廃止】 該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正

24 69

第２章 （５）その
他集会施設

＜杉並会館＞
～略～
具体的には、レセプション機能
については、当面、現在地で実
施していくこととし、今後につ
いては、施設の老朽化の状況な
どを踏まえて、改めて検討する
こととします。

＜杉並会館＞
～略～
具体的には、レセプション機能
については、当面、現在地で実
施していくこととし、その後に
ついては、施設の老朽化の状況
などを踏まえて、改めて検討す
ることとします。

適切な記述に修正

25 81

第２章 （８）図書
館

＜図書館移転後の跡地活用＞
【旧永福図書館移転後の跡地活
用】
～略～
○また、令和５年度から６年度
にかけて実施する、済美養護学
校中等部の済美教育センターへ
の移転に伴う改修等工事期間中
の、済美教育センターの代替事
務室として活用します。

＜図書館移転後の跡地活用＞
【旧永福図書館移転後の跡地活
用】
～略～
○また、令和５年度（2023年
度）から６年度（2024年度）に
かけて実施する、済美養護学校
中学部の済美教育センターへの
移転に伴う改修等工事期間中
の、済美教育センターの代替事
務室として活用します。

適切な記述に修正
及びわかりやすい
表現となるよう修
正

26 93

第２章 （13）庁
舎、その他施設

＜本庁舎＞
～略～。第１期計画・第２次実
施プランでは、今後も適切な維
持管理を行うことにより良好な
状態を確保すれば、少なくとも
令和15年（築70年）程度までは
十分に使用できるとしていま
す。
今後は、設備が老朽化している
ことを踏まえた対応を図りつ
つ、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづく
り方針などの動向を見据え、東
棟の改築に向けて、中棟・西棟
を含めた多面的な検討を進めま
す。

＜本庁舎＞
～略～。第１期計画・第２次実
施プランで示したとおり、適切
な維持管理を行うことにより良
好な状態を確保すれば、少なく
とも令和15年（2033年）（築70
年程度）までは十分に使用でき
ることから、今後も設備が老朽
化していることを踏まえた対応
を図っていきます。また、阿
佐ヶ谷駅等周辺まちづくりなど
の動向を見据え、東棟の改築に
向けて、中棟・西棟を含めた多
面的な検討を進めます。

適切な記述に修正

旧永福図書館
移転後の跡地

R3 R4 R5 R6
財政

効果額
（億円）

23.7
（*）セシオン杉並

物品保管庫として活用

済美教育センター

代替事務室として活用

旧永福図書館
移転後の跡地

R3 R4 R5 R6
財政

効果額
（億円）

23.7
（*）セシオン杉並

物品保管庫として活用

移転

改修 済美教育センター

代替事務室として活用

会議室名 廃止時期 

成田会議室 令和３年度末 

上荻窪会議室 令和４年 12 月末 

上井草会議室 
令和４年度末 

和田会議室 

高円寺中央会議室 令和６年度末 

 

会議室名 廃止時期 廃止後の跡地活用

成田会議室 令和３年度末 文書倉庫として活用

上荻窪会議室 令和４年12月末
（仮称）コミュニティふらっと

上荻窪整備

上井草会議室

和田会議室

高円寺中央会議室 令和６年度末

令和４年度末 施設の状況に応じて有効活用

策を検討
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

27 95

第２章 （13）庁
舎、その他施設

＜済美教育センター＞
～略～。そこで済美教育セン
ターを、増築・改修し、済美養
護学校の中等部を移転すること
とします。中等部の移転に伴
い、老朽化した設備等の更新と
合わせた長寿命化改修を行うと
ともに、済美教育センターの機
能の内、教育相談担当の機能に
ついては、移転を図ります。

＜済美教育センター＞
～略～。そこで済美教育セン
ターを、増築・改修し、済美養
護学校の中学部を移転すること
とします。中学部の移転に伴
い、老朽化した設備等の更新と
合わせた長寿命化改修を行うと
ともに、済美教育センターの機
能の内、教育相談担当の機能に
ついては、移転を図ります。

適切な記述に修正

28 98

第２章 （13）庁
舎、その他施設

＜済美教育センターに関する取
組＞
【済美養護学校中等部の移転に
伴うセンター機能の移転等】
○済美教育センターについて
は、近隣の済美養護学校の教育
環境の整備に伴い、令和７年度
に同校中等部を済美教育セン
ター内に移転するため、増築・
改修します。
～略～
○中等部の移転に合わせて、済
美教育センターの機能の内、教
育相談担当の機能については、
永福北保育園移転後の跡地を改
修して移転します。

＜済美教育センターに関する取
組＞
【済美養護学校中学部の移転に
伴うセンター機能の移転等】
○済美教育センターについて
は、近隣の済美養護学校の教育
環境の整備に伴い、令和７年度
（2025年度）に同校中学部を済
美教育センター内に移転するた
め、増築・改修します。
～略～
○中学部の移転に合わせて、済
美教育センターの機能の内、教
育相談担当の機能については、
永福北保育園移転後の跡地を改
修して移転します。

適切な記述に修正

29 101

第２章 （14）有料
制自転車駐車場、
自転車集積所

＜自転車集積所の跡地活用＞
【旧宮前自転車集積所の跡地活
用】
○旧宮前自転車集積所について
は、老朽化した高井戸西子供園
を現地にて改築するに当たり、
仮園舎の用地として活用しま
す。

＜自転車集積所の跡地活用＞
【旧宮前自転車集積所の跡地活
用】
○旧宮前自転車集積所について
は、老朽化した高井戸西子供園
を現地にて改築するに当たり、
仮園舎の用地として活用しま
す。なお、仮園舎の整備を開始
するまでの期間については、遊
び場として活用します。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、旧宮前自
転車集積所跡地へ
の高井戸西子供園
仮園舎整備開始ま
での期間の暫定的
活用策を追記

30 104

第２章 （15）公園 【（仮称）松庵二丁目公園の整
備】
～略～

【松庵梅林公園の整備】
～略～

施設名称を決定し
たことによる修正

（仮称）
松庵二丁目
公園

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)

財政
効果額
（億円）

0.0
公園整備 開設

災害備蓄倉庫

整備

松庵梅林公園

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)

財政
効果額
（億円）

0.0
公園整備 開設

災害備蓄倉庫

整備

28



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

31 105

第２章 （15）公園 【（仮称）荻外荘公園の整備】
○荻外荘は、戦前に内閣総理大
臣を三度務めた近衞文麿の別邸
で、組閣や日本の対外政策など
の重要な会談が行われた日本政
治史上重要な場所として、平成
28年３月に国の史跡として指定
されました。荻外荘を、その重
要な会談が行われた昭和15～16
年頃の姿に可能な限り復原し
て、令和６年12月の開設に向
け、史跡公園として整備しま
す。

【（仮称）荻外荘公園の整備】
○荻外荘は、戦前に内閣総理大
臣を３度務めた近衞文麿の別邸
で、組閣や日本の対外政策など
の重要な会談が行われた日本政
治史上重要な場所として、平成
28年（2016年）３月に国の史跡
として指定されました。その重
要な会談が行われた昭和15
（1940）～16年（1941）頃の姿
に可能な限り復原して、令和６
年（2024年）12月の開設に向
け、史跡公園として整備しま
す。

適切な記述に修正

32 110

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（２）西荻地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　上井草会議室（廃止）
　保育室上井草西（廃止）

 (仮称)子ども・子育てプラザ
 善福寺

（仮称）松庵二丁目公園
　（整備）

（「■取組完了後」地図中）
　上井草会議室（廃止）
　保育室上井草西（廃止）
　※跡地活用検討
　
　子ども・子育てプラザ善福寺

　松庵梅林公園（整備）

わかりやすい表現
となるよう修正及
び施設名称を決定
したことによる修
正

33 111

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（２）西荻地
域）

Ⓑ 善福寺児童館の再編整備
（（仮称）子ども・子育てプラ
ザ善福寺の整備等）
＜取組の概要＞
～略～
○機能移転後の善福寺児童館施
設を転用して、（仮称）子ど
も・子育てプラザ善福寺を整備
します。

Ⓑ 善福寺児童館の再編整備（子
ども・子育てプラザ善福寺の整
備等）
＜取組の概要＞
～略～
○機能移転後の善福寺児童館施
設を転用して、子ども・子育て
プラザ善福寺を整備します。

施設名称を決定し
たことによる修正

29



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（２）西荻地
域）

Ⓓ 西荻北保育園の改築、（仮
称）コミュニティふらっと上荻
窪の整備等
＜取組の概要＞
～略～
○上荻窪会議室は、令和４年度
中に廃止します。廃止後の跡地
は、現在の建物を解体し、（仮
称）コミュニティふらっと上荻
窪を整備します。
～略～

＜取組の流れ＞表中１説明文
～略～
○令和４年度中に、上荻窪会議
室を廃止するとともに、ゆうゆ
う上荻窪館及びケア24上荻を杉
並会館内に暫定移転します。
～略～

Ⓓ 西荻北保育園の改築、（仮
称）コミュニティふらっと上荻
窪の整備等
＜取組の概要＞
～略～
○上荻窪会議室は、令和４年
（2022年）12月末をもって廃止
します。廃止後の跡地は、現在
の建物を解体し、（仮称）コ
ミュニティふらっと上荻窪を整
備します。
～略～

＜取組の流れ＞表中１説明文
～略～
○令和４年（2022年）12月末を
もって、上荻窪会議室を廃止す
るとともに、ゆうゆう上荻窪館
及びケア24上荻を杉並会館内に
暫定移転します。
～略～

適切な記述に修正
及び記載漏れによ
る追記

＜関連ページ＞
⇒42ページ【学童クラブの小学
校内での実施】
⇒42ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒49ページ【小学校内への学童
クラブの整備】
⇒50ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒58ページ【西荻北保育園の改
築】
～略～

＜関連ページ＞
⇒42ページ【学童クラブの小学
校内での実施】
⇒42ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒50ページ【小学校内への学童
クラブの整備】
⇒51ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒53ページ【西荻北児童館の機
能移転後の跡地活用】
⇒59ページ【西荻北保育園の改
築】
～略～

35 113

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（２）西荻地
域）

Ⓔ （仮称）松庵二丁目公園の整
備
＜取組の概要＞
○松庵二丁目用地を活用して、
地域の核となる公園として、
（仮称）松庵二丁目公園を整備
します。また、公園の一部に災
害備蓄倉庫を整備します。

＜関連ページ＞
⇒102ページ【（仮称）松庵二丁
目公園の整備】

Ⓔ 松庵梅林公園の整備

＜取組の概要＞
○松庵二丁目用地を活用して、
地域の核となる公園として、松
庵梅林公園を整備します。ま
た、公園の一部に災害備蓄倉庫
を整備します。

＜関連ページ＞
⇒104ページ【松庵梅林公園の整
備】

施設名称を決定し
たことによる修正

36 114

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（３）荻窪地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　　　　　　―

（「■取組開始前」地図中）
　宮前中学校

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う追記

111
～
113

34

30



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

37 114

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（３）荻窪地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　（仮称）子ども・子育て
　プラザ宮前（整備）

　　　　　　―

（「■取組完了後」地図中）
　高井戸西子供園改築時の
　仮園舎（整備）
　※（仮称）子ども・子育て
　　プラザ宮前への転用を
　　見据える

　宮前中学校
　※宮前北第二学童クラブ
　（整備）

適切な記述に修正
及び宮前北学童ク
ラブの第二学童ク
ラブを中学校内ス
ペースに整備する
ことに伴う追記

38
115
・
116

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（３）荻窪地
域）

Ⓓ 天沼保育園の移転改築・民営
化、（仮称）コミュニティふ
らっと本天沼の整備等
＜取組の概要＞
～略～
○天沼保育園移転後の跡地は、
民間事業者が保育所を整備し、
旧若杉小学校北校舎の民間保育
所が移転します。
～略～

＜取組の流れ＞表中
　民間保育所 ※5箇所に記載
　民設保育園 ※1箇所に記載

Ⓓ 天沼保育園の移転改築・民営
化、（仮称）コミュニティふ
らっと本天沼の整備等
＜取組の概要＞
～略～
○天沼保育園移転後の跡地は、
民間事業者が保育所を整備し、
旧若杉小学校北校舎の民設保育
所が移転します。

＜取組の流れ＞表中
　民設保育所

適切な記述に修正

39 118

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（３）荻窪地
域）

　　　　　　― Ⓚ 宮前中学校内での宮前北第二
学童クラブの実施
＜取組の概要＞
○宮前中学校の特別教室棟の一
部を活用して、宮前北第二学童
クラブを整備します。

＜関連ページ＞
⇒42ページ【中学校のスペース
を活用した学童クラブの整備】
⇒51ページ【小学校に近接する
スペースを活用した学童クラブ
の整備】

宮前北学童クラブ
の第二学童クラブ
を中学校内スペー
スに整備すること
に伴う追記

40 118

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（３）荻窪地
域）

Ⓚ 旧宮前自転車集積所跡地を活
用した高井戸西子供園の改築と
（仮称）子ども・子育てプラザ
宮前の整備
＜取組の概要＞
○旧宮前自転車集積所の跡地を
活用して高井戸西子供園の仮園
舎を整備します。高井戸西子供
園は、仮園舎に一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。

Ⓛ 旧宮前自転車集積所跡地を活
用した高井戸西子供園の改築と
（仮称）子ども・子育てプラザ
宮前の整備
＜取組の概要＞
○旧宮前自転車集積所の跡地を
活用して高井戸西子供園の仮園
舎を整備します。高井戸西子供
園は、仮園舎に一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。なお、仮園舎の整備を開始
するまでの期間については、遊
び場として活用します。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、旧宮前自
転車集積所跡地へ
の高井戸西子供園
仮園舎整備開始ま
での期間の暫定的
活用策を追記

31



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

41 119

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　子ども家庭支援センター

　民営保育所

　　　　　　―

（「■取組開始前」地図中）
　杉並子ども家庭支援センター

　民設保育所

　成田会議室
　ケア24成田

脱字による修正及
び適切な記述に修
正並びに記載漏れ
による追記

42 119

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　定期利用保育施設高井戸
　（高井戸地域区民センター
　内）
　浜田山会館

（「■取組開始前」地図中）
　　　　　（削除）
　

　浜田山会館
　ケア24浜田山

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

43 119

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　定期利用保育施設高井戸
　（高井戸地域区民センター
　内）
　浜田山会館

（「■取組開始前」地図中）
　　　　　（削除）
　

　浜田山会館
　ケア24浜田山

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

44 119

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組開始前」Ⓙの取組抜
粋中）
　民営保育所

　　　　　　―

（「■取組開始前」Ⓙの取組抜
粋中）
　民設保育所

　成田会議室

適切な記述に修正
及び記載漏れによ
る追記

45 120

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　杉並第一小学校跡地
　※活用策検討

　阿佐谷地域区民センター
　阿佐谷児童館
　（移転改築）

　

　旧保育室浜田山東
　※仮設園舎として活用後の
　　活用策を検討

　　　　　　―

（「■取組完了後」地図中）
　旧杉並第一小学校跡地
　※跡地活用検討

　阿佐谷地域区民センター
　阿佐谷児童館
　※（仮称）子ども・子育て
　　プラザ阿佐谷への転用を
　　見据える
　　（移転改築）

　高井戸東保育園改築時の
　仮設園舎（整備）
　※跡地活用検討

　文書倉庫
　ケア24成田

適切な記述に修正
及び該当施設の跡
地活用策の決定に
伴う記述の修正並
びに記載漏れによ
る追記

46 120

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　コミュニティふらっと浜田山
　（整備）

　ケア24浜田山（移転）
　（高井戸地域区民センター
　内）
　

（「■取組完了後」地図中）
　コミュニティふらっと浜田山
　（整備）
　ケア24浜田山（移転先検討）

　　　　　（削除）

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

32



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

47 120

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　コミュニティふらっと浜田山
　（整備）

　ケア24浜田山（移転）
　（高井戸地域区民センター
　内）
　

（「■取組完了後」地図中）
　コミュニティふらっと浜田山
　（整備）
　ケア24浜田山（移転先検討）

　　　　　（削除）

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

48 122

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

Ⓖ 杉並第七小学校内での放課後
等居場所事業の実施
＜関連ページ＞
⇒42ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒50ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒95ページ【区立児童相談所の
整備】

Ⓖ 杉並第七小学校内での放課後
等居場所事業の実施
＜関連ページ＞
⇒42ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒51ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒53ページ【阿佐谷南児童館の
機能移転後の跡地活用】
⇒97ページ【区立児童相談所の
整備】

記載漏れによる追
記

49 122

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

Ⓙ 成田保育園の移転改築及びコ
ミュニティふらっと成田の整備
＜取組の概要＞
～略～
○コミュニティふらっと成田に
は、ゆうゆう浜田山館を機能継
承します。また、本コミュニ
ティふらっとで、町会や青少年
育成委員会の活動場所を確保
し、成田会議室は廃止します。

Ⓙ 成田保育園の移転改築及びコ
ミュニティふらっと成田の整備
＜取組の概要＞
～略～
○コミュニティふらっと成田に
は、ゆうゆう浜田山館を機能継
承します。また、本コミュニ
ティふらっとで、町会や青少年
育成委員会の活動場所を確保
し、成田会議室は廃止します。
なお、成田会議室廃止後の跡地
は、文書倉庫として活用しま
す。

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

50 123

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

Ⓚ 旧保育室浜田山東跡地を活用
した高井戸東保育園の改築等
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度末をもって廃止しま
す。
○ケア24浜田山は、高井戸地域
区民センター内（定期利用保育
施設高井戸廃止後の跡地）に移
転します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒58ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
⇒58ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞
⇒64ページ【コミュニティふ
らっと浜田山の再編整備】
⇒72ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

Ⓚ 旧保育室浜田山東跡地を活用
した高井戸東保育園の改築等
＜取組の概要＞
○浜田山会館に併設するケア24
浜田山については、移転先を検
討します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒59ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
（削除）

⇒66ページ【コミュニティふ
らっと浜田山の再編整備】
⇒74ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

51 123

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

Ⓚ 旧保育室浜田山東跡地を活用
した高井戸東保育園の改築等
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度末をもって廃止しま
す。
○ケア24浜田山は、高井戸地域
区民センター内（定期利用保育
施設高井戸廃止後の跡地）に移
転します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒58ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
⇒58ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞
⇒64ページ【コミュニティふ
らっと浜田山の再編整備】
⇒72ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

Ⓚ 旧保育室浜田山東跡地を活用
した高井戸東保育園の改築等
＜取組の概要＞
○浜田山会館に併設するケア24
浜田山については、移転先を検
討します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒59ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
（削除）

⇒66ページ【コミュニティふ
らっと浜田山の再編整備】
⇒74ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

52 123

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（４）阿佐谷地
域）

Ⓛ 大宮保育園の移転改築及び民
営化
＜関連ページ＞
～略～
⇒96ページ【済美養護学校中等
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

Ⓛ 大宮保育園の移転改築及び民
営化
＜関連ページ＞
～略～
⇒98ページ【済美養護学校中学
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

適切な記述に修正

53 124

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（５）高円寺地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　保育室高円寺第二

（「■取組開始前」地図中）
　保育室高円寺第二
　高円寺駅前図書サービス
　コーナー

記載漏れによる追
記
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

54 124

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（５）高円寺地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　保育室高円寺第二（廃止）
　※跡地活用検討

　　　　　　―

（「■取組完了後」地図中）
　会議、展示等を行う多目的な
　事業用スペース
　高円寺駅前図書サービス
　コーナー

　旧堀ノ内東保育園跡地
　※跡地活用検討

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正及び記
載漏れによる追記

55 125

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（５）高円寺地
域）

Ⓑ 保育室高円寺第二の廃止
＜取組の概要＞
～略～
○跡地については、今後、有効
活用策を検討します。

Ⓑ 保育室高円寺第二の廃止
＜取組の概要＞
～略～
○跡地については、会議、展示
等を行う多目的な事業用スペー
スとして活用するほか、一部の
スペースを併設する高円寺図書
サービスコーナーの図書資料保
管場所として活用します。

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正

56 128

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　浜田山会館

（「■取組開始前」地図中）
　浜田山会館
　ケア24浜田山

※Ⓕ以下の取組については、Ⓕ
→Ⓖの要領で記号を一つずつず
らす。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

57 128

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

（「■取組開始前」地図中）
　浜田山会館

（「■取組開始前」地図中）
　浜田山会館
　ケア24浜田山

※Ⓕ以下の取組については、Ⓕ
→Ⓖの要領で記号を一つずつず
らす。

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

58 128

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　（仮称）子ども・子育て
　プラザ宮前（整備）

（「■取組完了後」地図中）
　高井戸西子供園改築時の
　仮園舎（整備）
　※（仮称）子ども・子育て
　　プラザ宮前への転用を
　　見据える

　高井戸東保育園改築時の
　仮設園舎（整備）
　※跡地活用検討

適切な記述に修正
及び記載漏れによ
る追記

59 128

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　ケア24浜田山（移転）
　※高井戸地域区民センター内

　（仮称）コミュニティふらっ
　と浜田山

（「■取組完了後」地図中）
　高齢者活動支援センター
　機能回復訓練室

　（仮称）コミュニティふらっ
　と浜田山
　ケア24浜田山（移転先検討）

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

60 128

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

（「■取組完了後」地図中）
　ケア24浜田山（移転）
　※高井戸地域区民センター内

　（仮称）コミュニティふらっ
　と浜田山

（「■取組完了後」地図中）
　高齢者活動支援センター
　機能回復訓練室

　（仮称）コミュニティふらっ
　と浜田山
　ケア24浜田山（移転先検討）

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

61 129

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

Ⓑ 久我山東保育園の移転改築と
跡地等を活用した公園の整備
＜取組の概要＞
～略～
○久我山東保育園併設の定期利
用保育施設久我山東は、令和５
年１月末をもって廃止します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒56ページ【久我山東保育園の
移転改築】
⇒102ページ【久我山東保育園移
転後の跡地及び富士見丘北公園
等による一体的な公園整備】

Ⓑ 久我山東保育園の移転改築と
跡地等を活用した公園の整備
＜取組の概要＞
～略～
○久我山東保育園併設の定期利
用保育施設久我山東は、令和５
年（2023年）２月の保育園移転
に合わせて廃止します。
～略～

＜関連ページ＞
⇒57ページ【久我山東保育園の
移転改築】
⇒60ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞
⇒104ページ【久我山東保育園移
転後の跡地及び富士見丘北公園
等による一体的な公園整備】

適切な記述に修正
及び記載漏れによ
る追記

62 129

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

Ⓓ 高井戸西子供園の改築
＜取組の概要＞
○旧宮前自転車集積所の跡地を
活用して高井戸西子供園の仮園
舎を整備します。高井戸西子供
園は、仮園舎に一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。
○子供園の仮園舎は、仮園舎と
しての活用が終了後、（仮称）
子ども・子育てプラザ宮前に転
用することを見据えます。

Ⓓ 高井戸西子供園の改築
＜取組の概要＞
○旧宮前自転車集積所の跡地を
活用して高井戸西子供園の仮園
舎を整備します。高井戸西子供
園は、仮園舎に一時移転してい
る間に現在の用地で改築しま
す。
○子供園の仮園舎は、仮園舎と
しての活用が終了後、（仮称）
子ども・子育てプラザ宮前に転
用することを見据えます。
○高井戸西子供園の仮園舎の整
備を開始するまでの期間につい
ては、当該集積所跡地を遊び場
として活用します。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、旧宮前自
転車集積所跡地へ
の高井戸西子供園
仮園舎整備開始ま
での期間の暫定的
活用策を追記
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

Ⓕ 高井戸東保育園の改築と（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山の整備
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度末をもって廃止しま
す。
○ケア24浜田山は、高井戸地域
区民センター内（定期利用保育
施設高井戸廃止後の跡地）に移
転します。
○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
～略～

＜取組の流れ＞表中２説明文

Ⓕ 定期利用保育施設高井戸の廃
止
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度（2021年度）末を
もって廃止します。
○跡地については、高齢者活動
支援センターの機能回復訓練室
として活用します。

＜関連ページ＞
⇒60ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞

Ⓖ 高井戸東保育園の改築と（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山の整備
＜取組の概要＞
○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
※浜田山会館に併設するケア24
浜田山については、移転先を検
討します。
～略～

※Ⓖ以下の取組については、Ⓖ
→Ⓗの要領で記号を一つずつず
らす。

＜取組の流れ＞表中２説明文

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、ケア24浜
田山の移転先を改
めて検討すること
としたことに伴う
修正

○ケア24浜田山は、定期利用保
育施設高井戸の跡地に、令和５
年度末に移転します。
○浜田山会館は、ケア24跡地部
分も含めて改修し、（仮称）コ
ミュニティふらっと浜田山に転
用します。

＜関連ページ＞
⇒58ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
⇒58ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞
⇒64ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと浜田山の再編整
備】
⇒72ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
※ケア24浜田山は、浜田山会館
の改修に合わせて移転先を検討
します。

＜関連ページ＞
⇒59ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
（削除）

⇒66ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと浜田山の再編整
備】
⇒74ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

※地図中、以下のとおり修正
・項目１全体を削除（以下の番
号を繰り上げ）。
・定期利用保育施設高井戸に関
する記述をすべて削除。
・項目２の中の、「ケア24移
転」の表示を削除し、「ケア24
は移転先を検討」の表示を追
加。また、「コミュニティふ
らっとに改修」の表示を「浜田
山会館はコミュニティふらっと
に改修」に修正

63
130
・
131
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

Ⓕ 高井戸東保育園の改築と（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山の整備
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度末をもって廃止しま
す。
○ケア24浜田山は、高井戸地域
区民センター内（定期利用保育
施設高井戸廃止後の跡地）に移
転します。
○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
～略～

＜取組の流れ＞表中２説明文

Ⓕ 定期利用保育施設高井戸の廃
止
＜取組の概要＞
○定期利用保育施設高井戸は、
令和３年度（2021年度）末を
もって廃止します。
○跡地については、高齢者活動
支援センターの機能回復訓練室
として活用します。

＜関連ページ＞
⇒60ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞

Ⓖ 高井戸東保育園の改築と（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山の整備
＜取組の概要＞
○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
※浜田山会館に併設するケア24
浜田山については、移転先を検
討します。
～略～

※Ⓖ以下の取組については、Ⓖ
→Ⓗの要領で記号を一つずつず
らす。

＜取組の流れ＞表中２説明文

定期利用保育施設
高井戸の廃止後の
跡地を高齢者活動
支援センターの機
能回復訓練室とし
て活用することに
伴う修正

○ケア24浜田山は、定期利用保
育施設高井戸の跡地に、令和５
年度末に移転します。
○浜田山会館は、ケア24跡地部
分も含めて改修し、（仮称）コ
ミュニティふらっと浜田山に転
用します。

＜関連ページ＞
⇒58ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
⇒58ページ＜区保育室及び定期
利用保育事業の廃止＞
⇒64ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと浜田山の再編整
備】
⇒72ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

○浜田山会館を改修し、（仮
称）コミュニティふらっと浜田
山に転用します。
※ケア24浜田山は、浜田山会館
の改修に合わせて移転先を検討
します。

＜関連ページ＞
⇒59ページ【旧保育室浜田山東
の跡地を活用した高井戸東保育
園の改築】
（削除）

⇒66ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと浜田山の再編整
備】
⇒74ページ【ゆうゆう高井戸東
館の機能継承】

※地図中、以下のとおり修正
・項目１全体を削除（以下の番
号を繰り上げ）。
・定期利用保育施設高井戸に関
する記述をすべて削除。
・項目２の中の、「ケア24移
転」の表示を削除し、「ケア24
は移転先を検討」の表示を追
加。また、「コミュニティふ
らっとに改修」の表示を「浜田
山会館はコミュニティふらっと
に改修」に修正

64
130
・
131
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

65 132

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（６）高井戸地
域）

Ⓗ 富士見丘小学校及び富士見丘
中学校の一体的な整備、（仮
称）コミュニティふらっと高井
戸西の整備
＜関連ページ＞
～略～
⇒50ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒65ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと高井戸西の再編整
備】
⇒73ページ【ゆうゆう高井戸西
館の機能継承】

Ⓘ 富士見丘小学校及び富士見丘
中学校の一体的な整備、（仮
称）コミュニティふらっと高井
戸西の整備
＜関連ページ＞
～略～
⇒51ページ【小学生の放課後等
居場所事業の小学校内での実
施】
⇒53ページ【高井戸西児童館の
機能移転後の跡地活用】
⇒67ページ【（仮称）コミュニ
ティふらっと高井戸西の再編整
備】
⇒75ページ【ゆうゆう高井戸西
館の機能継承】

記載漏れによる追
記

66 135

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

（「■取組開始前」地図中）
　　　　　　―

（「■取組開始前」地図中）
　旧保育室和泉北

記載漏れによる追
記

67 135

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

（「■取組完了後」地図中）
　保育室堀ノ内（廃止）
　※跡地活用検討
　
　済美養護学校（中等部）

　　　　　　―

（「■取組完了後」地図中）
　（仮称）荻外荘公園整備期間
　中の文化財保管場所

　済美養護学校（中学部）

　民設保育所

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正及び適
切な記述に修正並
びに記載漏れによ
る追記

68 136

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

Ⓐ 大宮保育園及び永福北保育園
の永福三丁目複合施設を活用し
た移転改築及び民営化
＜関連ページ＞
～略～
⇒96ページ【済美養護学校中等
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

Ⓐ 大宮保育園及び永福北保育園
の永福三丁目複合施設を活用し
た移転改築及び民営化
＜関連ページ＞
～略～
⇒98ページ【済美養護学校中学
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

適切な記述に修正

69 136

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

Ⓑ 保育室堀ノ内の廃止
＜取組の概要＞
～略～
○跡地については、今後、有効
活用策を検討します。

Ⓑ 保育室堀ノ内の廃止
＜取組の概要＞
～略～
○跡地については、（仮称）荻
外荘公園の整備期間中の文化財
の保管場所として活用します。

該当施設の跡地活
用策の決定に伴う
記述の修正
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

70 136

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

Ⓒ　済美養護学校中等部の移転
に伴う済美教育センター機能の
移転等
＜取組の概要＞
～略～
○済美養護学校中等部を済美教
育センター内に移転します。
○済美教育センターは、済美養
護学校中等部の受け入れのた
め、増築・改修します。また、
これに合わせて、教育相談担当
は永福北保育園移転後の跡地に
移転します。

＜関連ページ＞
⇒41ページ【済美養護学校中等
部の済美教育センターへの移
転】
～略～
⇒96ページ【済美養護学校中等
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

Ⓒ　済美養護学校中学部の移転
に伴う済美教育センター機能の
移転等
＜取組の概要＞
～略～
○済美養護学校中学部を済美教
育センター内に移転します。
○済美教育センターは、済美養
護学校中学部の受け入れのた
め、増築・改修します。また、
これに合わせて、教育相談担当
は永福北保育園移転後の跡地に
移転します。

＜関連ページ＞
⇒41ページ【済美養護学校中学
部の済美教育センターへの移
転】
～略～
⇒98ページ【済美養護学校中学
部の移転に伴うセンター機能の
移転等】

適切な記述に修正

71 137

第３章 地域ごとの
取組まとめ
（（７）方南和泉
地域）

　　　　　　― Ⓓ　旧保育室和泉北跡地への保
育所整備
＜取組の概要＞
○旧保育室和泉北の跡地は、民
間事業者が保育所を整備しま
す。
＜関連ページ＞
⇒57ページ【旧保育室和泉北跡
地への保育所整備】

※Ⓓ以下の取組については、Ⓓ
→Ⓔの要領で記号を一つずつず
らす。

記載漏れによる追
記

72 142

資料編 ２ 第１次
実施プランにおけ
る財政効果額

（「２ 施設を他用途に転用する
ことによる効果額」表中）
・済美養護学校中等部の移転

（「２ 施設を他用途に転用する
ことによる効果額」表中）
・保育園跡地等への民間保育所
整備（成田、大宮、天沼）

３ 民間等からの借上施設等の廃
止による効果額
●施設等の廃止に伴い不要又は
減額となる賃料等の額（※１）

（「２ 施設を他用途に転用する
ことによる効果額」表中）
・済美養護学校中学部の移転

（「２ 施設を他用途に転用する
ことによる効果額」表中）
・保育園跡地等への民設保育所
整備（成田、大宮、天沼）

３ 民間等からの借上施設等の廃
止による効果額
●借上施設の廃止等に伴い不要
又は減額となる賃料等の額（※
１）

適切な記述に修正

40


